
妊婦健康診査費助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、妊婦に係る健康診査（以下「妊婦健康診査」という。）に要する費用の全

部又は一部を助成することにより、妊婦の健康増進を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この要綱により、妊婦健康診査に要する費用の助成の対象となる者は、高砂市内に住

所を有する妊婦とする。 

（助成する妊婦健康診査の費用及び限度額） 

第３条 助成する妊婦健康診査に要する費用は、病院、診療所又は助産所（以下「医療機関等」

という。）で実施する次に掲げる妊婦健康診査を１４回（多胎妊娠の場合については、１９回）

受診する費用とし、その限度額は、１２４，０００円（多胎妊娠の場合については、１５４，

０００円）とする。 

 ⑴ 定期検査（子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重等） 

 ⑵ 妊娠初期検査（血液検査、子宮頸がん検診等） 

 ⑶ 超音波検査 

 ⑷ 血液検査（血算、血糖等） 

 ⑸ Ｂ群溶血性レンサ球菌（ＧＢＳ） 

 ⑹ ＨＴＬＶ－１抗体検査 

 ⑺ クラミジア抗原検査 

 ⑻ その他必要な検査 

 （助成金の交付申請） 

第４条 妊婦健康診査に要する費用の助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

妊婦健康診査費助成券交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（助成金の交付決定等） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、妊婦健康診査費助成券（様式第２号。以下

「助成券」という。）を交付するものとする。 

２ 助成券は、次の各号に掲げる金額のものについて、当該各号に定める枚数を交付するもの

とする。 

⑴ ２，０００円券 １２枚 

⑵ ６，０００円券 １２枚（多胎妊娠である場合については、１７枚） 

⑶ １４，０００円券 ２枚 

３ 第１項の規定による助成券の交付の際、多胎妊娠と判断されていない者について、当該交

付後に多胎妊娠であることが判明したときは、その者の申出により、既に交付した助成券の

ほか、６，０００円券を５枚交付するものとする。 

４ 助成券のうち、２，０００円券については、単独で使用することはできない。 

（助成の方法） 

第６条 妊婦健康診査に要する費用の助成は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る方法によって行う。 

 ⑴ 医療機関等のうち別に定める３市２町協力医療機関（以下「協力医療機関」という。）に

おける妊婦健康診査の場合 助成する額を高砂市医師会、加古川医師会及び明石市医師会

（以下「各医師会」という。）のそれぞれに支払う方法 

 ⑵ 医療機関等のうち別に定める兵庫県内の医療機関等（以下「県内医療機関」という。）に

おける妊婦健康診査の場合 助成する額を当該県内医療機関に支払う方法 

 ⑶ 協力医療機関及び県内医療機関以外の医療機関等における妊婦健康診査又は助成券の交

付前に受診した妊婦健康診査の場合 助成する額を申請者に支払う方法 

（協力医療機関における妊婦健康診査に係る助成手続） 

第７条 助成券の交付を受けた者で協力医療機関において妊婦健康診査を受診しようとするも

のは、当該協力医療機関に助成券を提出して妊婦健康診査を受診しなければならない。 

 



２ 助成券の提出を受けた協力医療機関は、妊婦健康診査を実施し、妊婦健康診査に要した費

用のうち第３条各号に掲げる検査に要した費用から当該提出のあった助成券の金額の合計額

を控除した額を受診した者に請求するものとする。 

３ 前項の規定による請求を受けた者は、妊婦健康診査を実施した協力医療機関に当該請求を

受けた額を支払わなければならない。 

 （県内医療機関における妊婦健康診査に係る助成手続） 

第８条 助成券の交付を受けた者で県内医療機関において妊婦健康診査を受診しようとするも

のは、当該県内医療機関に助成券を提出して妊婦健康診査を受診しなければならない。 

２ 助成券の提出を受けた県内医療機関は、妊婦健康診査を実施し、妊婦健康診査に要した費

用のうち第３条各号に掲げる検査に要した費用から当該提出のあった助成券の金額の合計額

を控除した額を受診した者に請求するものとする。 

３ 前項の規定による請求を受けた者は、妊婦健康診査を実施した県内医療機関に当該請求を

受けた額を支払わなければならない。 

（協力医療機関及び県内医療機関以外の医療機関等における妊婦健康診査に係る助成手続） 

第９条 助成券の送付を受けた者が協力医療機関及び県内医療機関以外の医療機関等において

妊婦健康診査を受診したとき又は助成券の交付前に妊婦健康診査を受診したときは、当該妊

婦健康診査を受診した者は、妊婦健康診査に要した費用の全額を当該医療機関等に支払った

後、妊婦健康診査費支給請求書（様式第４号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。 

 ⑴ 助成券 

 ⑵ 妊婦健康診査に係る医療機関等の領収書 

 ⑶ 母子健康手帳 

２ 前項の規定による請求は、妊婦健康診査を受診した者が出産をした後６箇月以内に行わな

ければならない。 

３ 市長は、妊婦健康診査費支給請求書の提出があったときは、その内容について審査し、助

成するものと決定したときは、助成金の額を決定し、請求をした者に交付するものとする。 

４ 市長は、妊婦健康診査費支給請求書の提出があったときは、その内容について審査し、助

成しないものと決定したときは、妊婦健康診査費助成金不承認通知書（様式第６号）により

請求をした者に通知するものとする。 

（協力医療機関が行う助成金総額相当額の請求手続） 

第１０条 協力医療機関は、妊婦健康診査を実施したときは、当該妊婦健康診査を実施した月

の１箇月分の助成券を取りまとめ、翌月１０日までに実施報告書（様式第５号）とともに、

各医師会に提出しなければならない。 

２ 各医師会は、前項の報告を受けたときは、請求書に実施報告書を添付して、協力医療機関

において妊婦健康診査を受診した者に係る助成金の総額に相当する額を市長に請求しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から３０日以内に各

医師会に同項の額を支払うものとする。 

 （県内医療機関が行う助成金総額相当額の請求手続） 

第１１条 県内医療機関は、妊婦健康診査を実施したときは、請求書に次に掲げる書類を添付

して、翌月１０日までに、当該県内医療機関において妊婦健康診査を受診した者に係る助成

金の総額に相当する額を市長に請求しなければならない。 

 ⑴ 実施報告書 

⑵ 妊婦健康診査を実施した月の１箇月分の助成券 

２ 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった日から３０日以内に当

該請求をした県内医療機関に同項の額を支払うものとする。 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

   附 則 



 この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に妊娠２２週に達している者に対して行う妊婦健康診査については、

この要綱による改正後の妊婦健康診査助成事業実施要綱の規定にかかわらず、当該者が出産

をするまでの間は、なお従前の例によることができる。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の妊婦健康診査費助成事業実施

要綱（以下「改正前の要綱」という。）の規定により交付された妊婦健康診査費助成券は、施

行日後においても使用することができる。 

３ 施行日前に改正前の要綱の規定により妊婦健康診査受診券の交付を受けた者が施行日にお

いてこの要綱による改正後の妊婦健康診査費助成事業実施要綱（以下「改正後の要綱」とい

う。）の規定による助成の対象者であることが確認できる場合においては、市長は、改正後の

要綱第４条の規定による申請を待たずに、改正後の要綱の規定による妊婦健康診査費助成券

を交付することができる。 

４ 施行日後に妊婦健康診査費助成券の交付を受けた者が施行日前に妊婦健康診査を受診して

いる場合において、その者が当該妊婦健康診査に係る助成を受けておらず、かつ、改正前の

要綱第２条の要件を満たすときは、改正前の要綱第３条の規定の例により、助成を受けるこ

とができる。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この要綱による改正前の妊婦健康診

査費助成事業実施要綱（以下「改正前の要綱」という。）の規定により交付された妊婦健康診

査費助成券は、施行日後においても使用することができる。 

３ この要綱の施行の際現に、改正前の要綱の規定により助成券の交付を受けている者であっ

て、施行日において出産していないものについては、１，０００円券を１２枚交付する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この要綱による改正前の妊婦健康診

査費助成事業実施要綱（以下「改正前の要綱」という。）の規定により交付された妊婦健康診

査費助成券は、施行日後においても使用することができる。ただし、この要綱による改正後

の妊婦健康診査費助成事業実施要綱（以下「改正後の要綱」という。）第６条第２号に規定す

る県内医療機関に提出して使用する場合は、この限りでない。 

３ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により妊婦健康診査費助成券の交付を受け

ている者であって、施行日において出産していないものについては、その残存する妊婦健康

診査費助成券の種類及び枚数の限度において、市長が別に定めるところにより、改正後の要

綱の規定による妊婦健康診査費助成券に交換することができる。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、現に妊婦健康診査費助成券の交付を受けている者（多胎妊娠である

者に限る。）については、既に交付した妊婦健康診査費助成券によるもののほか、市長が別に

定める方法により、２５，０００円を限度に、妊婦に係る健康診査に要する費用を助成する

ものとする。 

 



附 則 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日（以下「施行日」という。）前に、この要綱による改正前の妊婦健康診

査費助成事業実施要綱（以下「改正前の要綱」という。）の規定により交付された妊婦健康診

査費助成券は、施行日後においても使用することができる。ただし、この要綱による改正後

の妊婦健康診査費助成事業実施要綱（以下「改正後の要綱」という。）第６条第２号に規定す

る県内医療機関に提出して使用する場合は、この限りでない。 

３ この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により妊婦健康診査費助成券の交付を受け

ている者であって、施行日において出産していないものについては、その残存する妊婦健康

診査費助成券の種類及び枚数の限度において、市長が別に定めるところにより、改正後の要

綱の規定による妊婦健康診査費助成券に交換することができる。 

 

 


